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「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」締結にかかる合同調印式 

 

１ 趣 旨 

奈良市では、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）に基づき、平成３１年４月１日

に奈良市犯罪被害者等支援条例を施行しました。本条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理

念及び施策を定め、その施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及

び軽減を図り、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができる地域社会の実現に資することを

目的としています。 

条例の施行に伴い、犯罪被害者等の権利・利益の保護を図るため、「犯罪被害者等支援の連携協

力に関する協定」を、奈良警察署、奈良西警察署、天理警察署及び公益社団法人なら犯罪被害者

支援センターと締結し、犯罪被害者等支援施策の円滑な実施へと体制を強化します。 

つきましては、協定の締結に際し、次のとおり合同調印式を実施します。 

 

２ 日 時 

  平成３１年４月２５日（木） 午後３時～午後３時３０分 

 

３ 場 所 

  奈良市役所 キャンベラの間（中央棟５階） 

 

４ 出席者  

 （１）奈良市長  仲川 げん（なかがわ げん） 

 （２）公益社団法人なら犯罪被害者支援センター理事長  西口 廣宗（にしぐち ひろむね） 

 （３）奈良警察署長  中岡 伸一（なかおか しんいち） 

 （４）奈良西警察署長  松井 高志（まつい たかし） 

 （５）天理警察署長  松本 康生（まつもと やすお） 

 

５ 式次第 

（１）開会 

（２）出席者紹介 

（３）協定の概要説明 

（４）調印・記念撮影 

（５）奈良市長 挨拶 

（６）公益社団法人なら犯罪被害者支援センター理事長 挨拶 

（７）奈良県奈良警察署長 挨拶 

（８）閉会 

【問合せ先】 

 市民部人権政策課 

 電話：０７４２－３４－４７３３ 


